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  国税庁： 

  2020 事務年度の富裕層に 

  対する実地調査結果を公表！ 

 

 

 国税庁は、２０２０事務年度の富裕層に対す

る実地調査結果を公表しました。 

 それによりますと、２０２０事務年度（２０２０年

７月から２０２１年６月までの１年間）において、

新型コロナウイルス感染症の影響による調査

事務量の減少から、調査件数、申告漏れ所得

金額や追徴税額等は減っているものの、富裕

層への調査を積極的に行っており、１件あたり

の申告漏れ所得金額は増加していることが明

らかになりました。 

 

 国税庁は、有価証券・不動産等の大口所有

者、経常的な所得が高額な者に対して、資産

運用の多様化・国際化が進んでいることを念

頭に調査を実施しており、所得税調査におけ

る重点課題と位置付け、積極的に取り組んで

おります。 

 ２０２０事務年度には、前事務年度比    

▲５１．６％（▲はマイナス）の２,１５８件の富裕

層に対する実地調査が行われ、同▲３８．３％

の申告漏れ所得金額４８７億円が把握されま

した。 

 富裕層に対する所得税の実地調査の結果、

調査件数の約８５％に当たる１,８４３件（前年

対比▲５２．０％）から何らかの非違を見つけ、

その申告漏れ所得金額４８７億円について、 

１１７億円（同▲５４．８％）を追徴しました。 

 

 また、調査件数等が減少するなか、１件  

あたりの申告漏れ所得金額は過去最高の     

２,２５９万円（同２７．８％増）、追徴税額は５４３万円

（同▲６．５％）となりました。 

 

 調査事例では、内国法人の代表者である調査対象

者Ａに対し、国外財産調書から、不動産投資の目的

で設立した外国法人からの収益の申告漏れが想定さ

れ、Ａに同法人からの配当の授受について確認した

ところ、同法人の決算書を提示の上、同法人からの

配当はないとの申立てがありましたが、その内容に疑

義があったため、同法人が所在するＢ国の税務当局

に対し、租税条約等に基づく情報提供要請を行いま

した。 

 その情報提供要請により、Ａが同法人から配当金を

受領しており、Ｂ国においてその配当に課税されて 

いる事実を把握し、Ａにその内容について説明を求

めたところ、配当所得の課税を免れるため、虚偽の 

決算書を作成し証拠書類として提示した事実を認め

ました。 

 

 その結果、Ａに対して、所得税３年分の申告漏れ 

所得金額約２億３,４００万円について税額（重加算税

含む）約８,９００万円が追徴されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

船場経済倶楽部 
(NPO 法人 SKC 企業振興連盟協議会) 

 当団体は、異なる業種の経営者が相集い、力を合わせ、自らの研鑚と親睦を通じて、

斬新な経営感覚と新たな販売促進を創造して、メンバー同士でより健全な事業所とその 

事業所のイメージアップを図り、地域社会に貢献できる事業所となることを目的とする。 

活動方針 人の輪・衆智・繁栄 

記事の内容に関するお問い合わせは事務局までご連絡ください。 

ウィークリーはメールでの配信も行っております。お手数ですが、「メール希望」・「配信停止希望」と件名にご入力の上、    

skc-soudan@skc.ne.jp まで空メールをご送信ください。また、FAX ご不要の際は、その旨をお電話にてお申しつけください。                

 


